
新水道事業ビジョンの策定にあたって 

厚生労働省は平成25年 3月にこれまでの水道ビジョンを改定するのではなく、来るべき時代に求め

られる課題に挑戦するため、新しいビジョン「新水道ビジョン」を公表しました。この｢新水道ビジョ

ン｣では、これまでの国民の生活や経済活動を支えてきた水道の恩恵をこれからも享受できるよう今か

ら 50 年、100 年後の将来を見据え、水道の理想像を明示するとともに、その理想像を具体化するた

め、当面の間に取り組むべき事項、方策が示されました。 

本市においても水道事業運営の指針となる「伊達市水道ビジョン（旧ビジョン）」を平成 19 年度に

策定しましたが、位置付けとして「伊達市水道ビジョン」は、将来にわたって安全で良質な水道水を安

定して供給していくとともに、利用者の満足と信頼を得られる持続可能な水道事業を進めていくための

計画として平成20年度～平成30年度の概ね10年間における水道事業運営の課題を明確にし、今後

の水道事業の目指すべき方向性を示すものでした。 

しかし、人口減少と少子高齢社会が同時に進行する厳しい時代に突入する中、平成23年 3月には東

日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故が発生し、本市にも極めて深刻な影響を及ぼしま

した。このような状況下、平成21年 3月に策定した「伊達市水道事業基本計画」を基に、安全で良質

な水道水を将来にわたって安定して供給し続けるため、現状の課題を把握するとともに、今後の目指す

べき方向を明らかにする「伊達市新水道事業ビジョン（新水道事業ビジョン）」を策定することになり

ました。新水道事業ビジョンでは、水道事業の現状と課題、水需要の見通し等を踏まえて、将来の方向

性を示す基本方針を明確にすることによって、今後 50 年後を見据えた上で、平成 28 年度から平成

37年度までの10年間の水道事業経営に関する施策目標を定め、今後の水道づくりの指針として示し

ます。  
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水道事業の概要 

本市の水道事業は、旧梁川町において昭和 32 年に給水開始しました。その後、旧保原町、旧伊達

町、旧霊山町に水道事業として給水開始しました。また旧月舘町では、昭和 46 年から簡易水道とし

て給水を行ってきました。 

給水開始以降、それぞれの水道事業・簡易水道事業で拡張・統合を行ってきましたが、平成18年1

月の市政の合併に伴い、旧 4 町の水道事業を統合し「伊達市水道事業」となりました。その後、平成

25年 3月に簡易水道を統合しました。

平成25年11月から給水量の

全量を福島地方水道用水供給企

業団から受水しています。 

市内には、受水地点が9箇所あ

ります。 

開始年月 認可年月 計画給水人口 摘 要

旧梁川町 昭和32年5月 昭和30年2月 11,000人 簡易水道(五十沢 東大枝) 平成25年3月 上水道 統合

旧保原町 昭和33年4月 昭和33年3月 10,000人

旧伊達町 昭和36年4月 昭和33年12月 9,000人

旧霊山町 平成11年4月 平成11年3月 7,400人
昭和38年6月掛田簡易水道給水開始
平成2年5月北部簡易水道給水開始
平成11年4月  上水道 

旧月舘町
(簡易水道) 昭和46年4月 昭和44年3月 4,400人 平成25年3月 上水道 統合

開始年月 認可年月 計画給水人口 摘 要

伊達市 平成18年1月 平成18年1月 66,600人 市町村合併 事業の全部譲受け

伊達市 平成25年4月 平成25年3月 58,200人 区域拡張及 簡水統合（月舘 梁川）   変更認可

伊達市 平成29年4月 平成27年2月 57,700人 変更認可届出（霊山町上小国地区）

水道事業の沿革

市町村合併



水需要の見通し 

伊達市の水道事業が目指すべき方向 

給水人口は、平成 18 年度の 59,357 人をピークに減少傾向となり、東日本大震災により更に減少

し、平成 26 年度には 55,788 人となっています。今後もこの微減が継続するものと考えられ、平成

37年度は50,176人、平成77年度には25,708人と半減する予測となっています。 

また、一日平均給水量も給水人口の減少に伴い、現状よりも少なくなると見込まれ、平成37年度に

は14,150ｍ3/日、平成77年度には8,058ｍ3/日になると推計されました。 

今回のビジョン見直しにおいては、平成27年度に策定された伊達市第２次総合計画で新たに示され

た将来都市像“健幸と個性が創る 活力と希望あふれる故郷 伊達市”を具現化することを目指し、利

用者（市民）の満足と信頼を得られる持続可能な水道事業の実現に向けて、利用者の視点から水道事業

を見つめ、常に質の高いサービスを提供し続けることが大切と考えます。 

このことから、今後の事業運営は『健幸都市を支え続ける安全・安心な水道』を基本理念として

掲げ、その実現に向けて努めていきます。 

本市水道の将来像として、国の新水道

ビジョンでうたわれている３つの視点を

踏まえて、水道の布設に拘らない多様な

手法による飲用水の確保に努め、拡張事

業から更新事業へ移行し、健全な水道事

業経営を目指し、次の3つの基本方針を

掲げ、施策の推進を図っていきます。 

＜平成 26年度＞ 

給水人口  ：55,788 人 

平均給水量：16,510 m3/日 

＜平成 37年度＞ 

給水人口  ：50,176 人 

平均給水量：14,150 m3/日 

＜平成 77年度＞ 

給水人口  ：25,708 人 

平均給水量：8,058m3/日 



水道事業の現状における問題点と課題 

現況分析、アンケート調査等の結果を踏まえ、本市水道事業が抱える問題を抽出し、課題として整理

すると、以下のようになります。 



新水道事業ビジョンにおける基本理念と施策の体系 

『健幸都市を支え続ける安全・安心な水道』の実現に向け、新水道事業ビジョンにおける主要な施策は以下の通り掲げます。

新水道事業ビジョンで示した施策を確実に実施していくために、以下の点に留意して事業運営に取り組みます。 

①ＰＤＣＡサイクルに基づき、継続的に改善を図りながら、効果的・効率的に事業を運営します。 

②新水道事業ビジョンは、変化する事業環境に対応するために、計画期間の中間であっても財政事情や必要に応じて見直しを検討します。 

維持：現在も行っている取り組み

短期：概ね5年以内を目標とする

中期：概ね5～10年を目標とする

長期：概ね10年以降を目標とする


